
389--人身傷害保険における死亡保険金請求権の帰属のあり方に関する一考察

人
身
傷
害
保
険
に
お
け
る
死
亡
保
険
金
請
求
権
の

帰
属
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
考
察

目
次

一
は
じ
め
に

二
問
題
の
所
在

１
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
規
定
の
概
観

２
人
身
傷
害
保
険
に
お
け
る
死
亡
保
険
金
の
帰
属
と
死
亡
保
険
金
の
法
的
性
質

三
裁
判
例
お
よ
び
学
説
の
状
況

１
裁
判
例
の
状
況

⑩
総
説

②
保
険
法
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
に
関
す
る
裁
判
例

③
保
険
法
施
行
後
に
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
に
関
す
る
裁
判
例

２
学
説
の
状
況

仙
総
説

②
契
約
類
型
論
の
観
点
か
ら
の
議
論

③
被
侵
害
利
益
の
観
点
か
ら
の
議
論

四
検
討

１
総
説

２
裁
判
例
の
分
析
・
評
価

３
学
説
の
分
析
・
評
価

４
人
身
傷
害
保
険
に
お
け
る
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
の
あ
り
方

山
下
徹
哉



192巻1～6号---390

任
意
自
動
車
保
険
は
、
伝
統
的
に
は
対
人
・
対
物
賠
償
責
任
保
険
を
中
心
と
し
、
被
保
険
者
が
自
動
車
事
故
の
加
害
者
と
な
っ
た
場
合
に
、

そ
の
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
保
険
保
護
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
サ
ー
ド
パ
ー
テ
ィ
ー
型
保
険
）
。
こ
れ
に
対
し
、

人
身
傷
害
保
険
は
、
被
保
険
者
が
事
故
の
被
害
者
と
な
っ
た
と
き
に
保
険
保
護
を
提
供
す
る
（
フ
ァ
ー
ス
ト
パ
ー
テ
ィ
ー
型
保
険
）
。
加
害
者
が

負
う
損
害
賠
償
責
任
に
お
い
て
は
過
失
相
殺
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
被
害
者
た
る
被
保
険
者
自
身
の
過
失
部
分
も
含
め
、
被
害
者
に
生
じ
た
総

損
害
額
を
、
被
害
者
自
身
が
加
入
す
る
保
険
か
ら
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
際
に
賠
償
義
務
者
た
る
加
害
者
と
の
示
談
交
渉

（
２
）

を
要
し
な
い
た
め
、
被
害
者
が
迅
速
に
、
か
つ
十
分
な
額
の
補
償
を
受
け
ら
れ
る
点
が
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
定
額
給
付
で
は
な
く
損
害
填

補
で
あ
る
と
い
う
点
で
搭
乗
者
傷
害
保
険
や
自
損
事
故
保
険
と
は
異
な
り
、
ま
た
、
同
じ
く
損
害
填
補
型
保
険
で
は
あ
る
が
、
無
保
険
車
に

よ
る
事
故
に
限
定
さ
れ
る
無
保
険
車
傷
害
保
険
と
は
異
な
り
、
自
動
車
事
故
一
般
を
対
象
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
身
傷
害
保
険
は
、
従

来
の
担
保
種
目
と
は
、
そ
の
発
想
も
、
保
険
保
護
の
範
囲
も
、
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

人
身
傷
害
保
険
は
、
任
意
自
動
車
保
険
に
お
け
る
担
保
種
目
の
一
つ
と
し
て
販
売
さ
れ
る
傷
害
保
険
で
あ
る
。
平
成
一
○
年
七
月
に
損
害

保
険
料
率
算
出
団
体
が
算
出
す
る
保
険
料
率
（
算
定
会
料
率
）
の
使
用
義
務
が
撤
廃
さ
れ
、
保
険
商
品
の
自
由
な
設
計
が
可
能
に
な
っ
た
こ

と
を
受
け
て
、
同
年
一
○
月
に
東
京
海
上
社
（
当
時
）
が
開
発
・
販
売
開
始
し
た
。
現
在
で
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
任
意
自
動
車
保
険
に
付
帯
さ

ヘ
ー
）

〆
、

れ
る
に
至
っ
て
い
る
。 五

お(4) (3) (2) (1)

一
は
じ
め
に

約
款
の
全
体
的
評
価
に
よ
る
帰
結

修
正
の
契
機

契
約
当
事
者
の
合
理
的
意
思

原
始
取
得
構
成
を
実
現
す
る
約
款
解
釈
・
改
定
の
検
討

わ
り
に
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人
身
傷
害
保
険
は
、
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
、
約
款
内
容
も
従
来
の
も
の
に
比
べ
て
ユ
ニ
ー
ク
と
い
え
る
た
め
、
「
様
々
な
法
律
問

（
３
）

題
を
提
起
し
、
保
険
法
研
究
者
・
実
務
法
曹
・
保
険
実
務
家
に
格
好
の
研
究
素
材
を
提
供
し
て
き
た
」
。
本
稿
で
は
、
人
身
傷
害
保
険
契
約

に
関
し
て
議
論
さ
れ
る
法
律
問
題
の
う
ち
、
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
の
問
題
ｌ
被
相
続
人
に
一
旦
帰
属
し
、
相
続
人
に
承
継
取
得
さ

れ
る
の
か
、
相
続
人
が
原
始
取
得
す
る
の
か
Ｉ
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
人
身
傷
害
保
険
に
お
け
る
死
亡
保
険
金
部
分
の
法
的
性
質

（
損
害
保
険
か
そ
れ
以
外
の
保
険
か
）
と
死
亡
保
険
金
の
帰
属
（
承
継
取
得
か
原
始
取
得
か
）
の
問
題
は
、
保
険
法
の
制
定
過
程
以
降
、
議
論
が
盛

ん
に
な
っ
た
。
当
初
、
学
説
の
多
数
説
は
承
継
取
得
構
成
を
採
用
す
る
一
方
で
、
保
険
法
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
契
約
が
問
題
と
な
る
事
案

に
係
る
下
級
審
裁
判
例
は
原
始
取
得
構
成
を
採
用
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
最
近
で
は
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
保
険
法
下
の

契
約
が
問
題
と
な
る
事
案
に
つ
い
て
承
継
取
得
構
成
を
採
用
す
る
も
の
が
現
れ
、
学
説
と
裁
判
例
は
承
継
取
得
構
成
に
収
數
し
つ
つ
あ
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
学
説
で
は
、
近
時
、
従
来
と
は
異
な
る
論
拠
で
原
始
取
得
構
成
を
支
持
す
る
見
解
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、
議

論
状
況
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
、
議
論
の
整
理
も
含
め
、
人
身
傷
害
保
険
に
お
け
る
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰

属
の
問
題
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
は
、
一
定
の
意
義
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

以
下
で
は
、
ま
ず
問
題
の
所
在
を
示
し
（
二
）
、
次
に
裁
判
例
お
よ
び
学
説
の
状
況
を
概
観
す
る
（
三
）
。
そ
の
後
、
裁
判
例
・
学
説
を
分

析
し
た
上
で
、
人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
（
四
）
。
最
後
に
ま
と
め
と
し
て
、
本
稿

の
検
討
結
果
を
振
り
返
る
（
五
）
。

（
１
）
「
第
一
八
表
任
意
自
動
車
保
険
用
途
・
車
種
別
普
及
率
表
〈
二
○
二
一
年
三
月
末
〉
」
損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
『
二
○
二
一
年
度
（
二
○
二
○
年
度
統
計
）
自
動

車
保
険
の
概
況
」
（
二
○
二
二
）
二
八
頁
～
二
九
頁
含
§
の
ミ
ミ
君
君
．
四
且
．
○
ご
頁
冒
ｇ
ｏ
昌
○
員
○
日
旨
①
」
Ｐ
曽
田
七
色
で
は
、
全
用
途
・
全
車
種
合
計
と
し
て
、

対
人
賠
償
保
険
の
付
保
率
が
約
七
五
％
で
あ
り
、
こ
れ
が
任
意
自
動
車
保
険
の
付
保
率
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
人
身
傷
害
保
険
の
付
保
率
は
約
七
○
％
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
、
任
意
自
動
車
保
険
の
約
九
四
％
に
人
身
傷
害
保
険
が
付
保
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

（
２
）
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
株
式
会
社
編
著
『
損
害
保
険
の
法
務
と
実
務
〔
第
二
版
〕
」
（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
○
一
六
）
四
五
頁
。

（
３
）
洲
崎
博
史
「
判
批
」
損
保
七
四
巻
四
号
（
二
○
一
三
）
二
二
二
頁
～
二
二
三
頁
。
人
身
傷
害
保
険
に
関
す
る
法
律
問
題
の
う
ち
最
も
著
名
な
も
の
は
、
請
求
権
代
位
の
あ
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第
二
条
（
保
険
金
を
支
払
う
場
合
）

①
当
会
社
は
、
人
身
傷
害
事
故
に
よ
っ
て
被
保
険
者
ま
た
は
そ
の
父
母
、
配
偶
者
も
し
く
は
子
が
被
る
損
害
に
対
し
て
、
こ
の
人
身
傷
害
条
項
お
よ
び

第
一
条
（
用
語
の
定
義
）

こ
の
人
身
傷
害
条
項
に
お
い
て
、
次
の
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
定
義
に
よ
り
ま
す
。

人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
に
お
い
て
は
、
保
険
事
故
お
よ
び
保
険
金
請
求
者
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
く
こ
と
が
通
例
で
あ
る

（
４
）

（
関
連
部
分
の
み
を
抜
粋
し
て
い
る
）
。

り
方
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
筆
者
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
最
判
平
成
二
四
・
二
・
二
○
民
集
六
六
巻
二
号
七
四
二
頁
に
つ
い
て
、
判
例
評
釈
と
し
て
検
討
し
た

こ
と
が
あ
る
（
山
下
徹
哉
「
判
批
」
商
事
一
二
○
六
号
（
二
○
一
六
）
五
○
頁
以
下
）
。

二
問
題
の
所
在

１
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
規
定
の
概
観

保
険
金
請
求
権
者

用
語

次
条
②
に
規
定
す
る
人
身
傷
害
事
故
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
い
ま
す
。

①
被
保
険
者
（
注
）

②
被
保
険
者
の
父
母
、
配
偶
者
ま
た
は
子

（
注
）
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
そ
の
法
定
相
続
人
と
し
ま
す
。

定
義
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第
二
条
（
被
保
険
者
お
よ
び
保
険
金
請
求
権
者
）

㈱
こ
の
人
身
傷
害
条
項
に
お
い
て
保
険
金
請
求
権
者
と
は
、
人
身
傷
害
事
故
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
下
表
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
い
ま
す
。

（
５
）

定
す
る
と
と
も
に
、

注
記
」
と
も
い
う
）
。

保
険
金
請
求
権
者
と
し
て
、
被
保
険
者
の
法
定
相
続
人
を
被
保
険
者
な
ど
と
並
列
し
て
列
挙
し
た
上
で
、
被
保
険
者
の
法
定
相
続
人
が
保

保
険
事
故
で
あ
る
人
身
傷
害
事
故
に
お
い
て
傷
害
を
被
る
者
（
被
保
険
者
）
と
保
険
金
を
請
求
で
き
る
保
険
金
請
求
権
者
と
を
別
個
に
規

（
５
）

す
る
と
と
も
に
、
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
そ
の
法
定
相
続
人
が
保
険
金
請
求
権
者
と
な
る
旨
が
注
記
さ
れ
て
い
る
（
以
下
「
本
件

（
６
）

こ
れ
に
対
し
、
一
部
の
保
険
会
社
は
、
「
保
険
金
請
求
権
者
」
の
定
義
を
若
干
異
な
る
形
で
規
定
す
る
（
関
連
部
分
の
み
を
抜
粋
し
て
い
る
）
。

(2)
②①す

○

基
本
条
項
に
従
い
、
保
険
金
を
支
払
い
ま
す
。

①
の
人
身
傷
害
事
故
と
は
、
被
保
険
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
急
激
か
つ
偶
然
な
外
来
の
事
故
に
よ
り
身
体
に
傷
害
を
被
る
こ
と
を
い
い
ま

被
保
険
自
動
車
の
運
行
に
起
因
す
る
事
故

被
保
険
自
動
車
の
運
行
中
の
、
飛
来
中
も
し
く
は
落
下
中
の
他
物
と
の
衝
突
、
火
災
、
爆
発
ま
た
は
被
保
険
自
動
車
の
落
下

③ ② ①

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ア
．
被
保
険
者
の
配
偶
者

イ
．
被
保
険
者
の
父
母
ま
た
は
子

被
保
険
者
の
法
定
相
続
人
。

た
だ
し
、
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
限
り
、
保
険
金
請
求
権
者
と
し
ま
す
。

被
保
険
者
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前
記
１
で
見
た
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
規
定
に
お
い
て
は
、
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
法
定
相
続
人
が
保
険
金
請
求
権
者
と

な
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
と
は
別
に
被
保
険
者
の
父
母
、
配
偶
者
ま
た
は
子
（
以
下
「
近
親
者
」
と
い
う
）
も
保
険
金
請
求
権
者
で
あ
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
後
者
の
被
保
険
者
の
近
親
者
が
保
険
金
請
求
権
者
と
さ
れ
て
い
る
趣
旨
は
、
被
保
険
者
が
不
法
行
為
に
よ
り
死

亡
し
た
と
き
に
近
親
者
に
生
じ
得
る
慰
謝
料
請
求
権
（
民
法
七
二
条
）
に
対
応
し
、
近
親
者
自
身
が
被
っ
た
精
神
的
損
害
を
填
補
す
る
も

（
７
）

の
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
近
親
者
固
有
の
損
害
を
填
補
す
る
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
係
る
保
険
金
請
求
権
は
、
被
保

険
者
の
近
親
者
が
原
始
取
得
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
前
者
の
被
保
険
者
死
亡
時
に
法
定
相
続
人
が
保
険
金
請
求
権
者
と
さ
れ
る
趣
旨
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
被
保
険
者
死
亡
時
に

法
定
相
続
人
が
死
亡
保
険
金
（
前
記
の
近
親
者
固
有
の
損
害
を
填
補
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
同
じ
）
を
請
求
で
き
る
こ
と
の
法
律
構
成
と
し
て
、

（
８
）

二
通
り
の
考
え
方
が
あ
り
得
る
。
一
つ
は
、
法
定
相
続
人
が
死
亡
保
険
金
請
求
権
を
原
始
取
得
す
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
（
原
始
取
得
構

成
）
。
法
定
相
続
人
が
そ
の
固
有
の
権
利
と
し
て
保
険
金
請
求
権
を
取
得
す
る
の
で
、
固
有
権
構
成
と
も
呼
ば
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
死
亡

保
険
金
請
求
権
は
一
旦
被
保
険
者
に
帰
属
し
、
そ
れ
が
相
続
に
よ
り
法
定
相
続
人
に
承
継
取
得
さ
れ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
（
承
継
取
得

構
成
）
。
法
定
相
続
人
は
、
相
続
に
よ
り
保
険
金
請
求
権
を
取
得
す
る
の
で
、
相
続
構
成
と
も
呼
ば
れ
る
。

そ
し
て
、
原
始
取
得
構
成
に
よ
れ
ば
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
で
、
被
保
険
者
死
亡
時
に
つ
い
て
法
定
相
続
人
を
保
険
金
請
求
権
者

と
定
め
る
こ
と
（
本
件
注
記
）
は
、
生
命
保
険
お
よ
び
傷
害
疾
病
定
額
保
険
に
お
け
る
保
険
金
受
取
人
の
指
定
と
同
様
に
、
保
険
金
を
受
け

取
る
べ
き
者
と
し
て
法
定
相
続
人
を
指
定
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
承
継
取
得
構
成
に
よ
れ
ば
、
被
保
険
者
自
身

険
金
請
求
権
者
と
な
る
の
は
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
限
る
旨
の
た
だ
し
書
を
付
す
る
点
が
、
先
ほ
ど
の
一
般
的
な
約
款
に
お
け
る
本

件
注
記
と
は
異
な
る
。

２
人
身
傷
害
保
険
に
お
け
る
死
亡
保
険
金
の
帰
属
と
死
亡
保
険
金
の
法
的
性
質
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が
取
得
し
た
死
亡
保
険
金
請
求
権
を
、
法
定
相
続
人
が
相
続
に
よ
り
承
継
取
得
し
、
し
た
が
っ
て
法
定
相
続
人
が
死
亡
保
険
金
を
請
求
で
き

る
こ
と
は
、
民
法
の
相
続
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
生
ず
る
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
件
注
記
は
、
以
上
の
法
律
関
係
を
確
認
的
に
示

し
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
請
求
権
が
法
定
相
続
人
に
帰
属
す
る
方
法
は
、
原
始
取
得
な
の
か
承
継
取
得
な
の
か
の
い
ず
れ

と
考
え
る
べ
き
か
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
４
）
損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
「
自
動
車
保
険
標
準
約
款
（
二
○
二
一
年
六
月
発
行
）
」
二
頁
～
一
九
頁
参
照
。

（
５
）
生
命
保
険
、
傷
害
疾
病
定
額
保
険
お
よ
び
人
身
傷
害
保
険
に
お
け
る
被
保
険
者
、
保
険
金
受
取
人
お
よ
び
保
険
金
請
求
権
者
と
い
う
概
念
の
異
同
を
整
理
す
る
も
の
と
し

て
、
「
自
動
車
保
険
の
解
説
」
編
集
委
員
会
『
自
動
車
保
険
の
解
説
二
○
一
七
』
（
保
険
毎
日
新
聞
社
、
二
○
一
七
）
三
七
六
頁
～
三
七
七
頁
参
照
。

（
６
）
東
京
海
上
日
動
社
・
弓
○
邑
尉
凶
胃
自
動
車
保
険
（
二
○
二
三
年
一
月
一
日
以
降
始
期
用
）
普
通
保
険
約
款
・
人
身
傷
害
条
項
お
よ
び
「
自
動
車
保
険
の
解
説
」
編
集
委

員
会
・
前
掲
注
（
５
）
三
七
○
頁
～
四
二
一
頁
参
照
。
保
険
事
故
の
定
義
は
、
損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
の
標
準
約
款
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。

（
７
）
こ
の
損
害
は
、
被
保
険
者
の
傷
害
に
よ
る
死
亡
の
結
果
、
そ
の
傷
害
が
生
じ
た
被
保
険
者
以
外
の
者
が
受
け
る
損
害
で
あ
り
、
そ
れ
を
填
補
す
る
保
険
契
約
は
、
傷
害
疾

病
損
害
保
険
契
約
で
は
な
く
、
一
般
の
損
害
保
険
契
約
で
あ
る
（
保
険
法
二
条
六
号
）
。
保
険
法
上
、
傷
害
疾
病
損
害
保
険
契
約
は
、
人
の
傷
害
疾
病
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ

と
の
あ
る
損
害
の
う
ち
、
当
該
傷
害
疾
病
が
生
じ
た
者
が
受
け
る
も
の
を
填
補
す
る
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
保
険
法
二
条
七
号
）
。
吉
澤
卓
哉
「
保
険
法
に
お
け
る

人
保
険
契
約
の
分
類
」
損
保
七
三
巻
三
号
（
二
○
一
二
一
○
頁
、
「
自
動
車
保
険
の
解
説
」
編
集
委
員
会
・
前
掲
注
（
５
）
三
七
四
頁
、
山
下
友
信
『
保
険
法
（
下
）
』
（
有

斐
閣
、
二
○
二
二
）
一
三
六
頁
注
二
四
三
。

（
８
）
さ
し
あ
た
り
初
期
に
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
文
献
と
し
て
、
大
塚
英
明
「
人
身
傷
害
補
償
の
死
亡
保
険
金
の
帰
趨
」
ひ
ろ
ば
六
四
巻
二
号
（
二
○
一
二
五
五
頁
～
五
六

頁
、
洲
崎
・
前
掲
注
（
３
）
二
二
五
頁
～
二
二
六
頁
、
佐
野
誠
「
人
身
傷
害
保
険
の
法
的
性
質
と
商
品
性
の
あ
り
方
」
『
ノ
ー
フ
ォ
ル
ト
自
動
車
保
険
論
一
（
保
険
毎
日
新
聞
社
、

二
○
一
六
）
二
三
○
頁
～
二
三
一
頁
［
初
出
卵
損
保
七
五
巻
三
号
（
二
○
一
三
）
］
参
照
。
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保
険
法
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
盛
岡
地
判
平
成
二
一
・
一
・
三
○
平
一
九
（
ワ
）
三
三
三
号

弓
①
の
冒
急
］
眉
目
文
献
番
号
ｇ
ｓ
弓
昌
甸
○
酔
臼
ｇ
９
局
【
裁
判
例
①
】
、
東
京
地
判
平
成
二
六
・
一
・
三
○
平
二
五
（
ワ
）
一
○
六
二
六
号

弓
①
の
忌
言
〕
砦
目
文
献
番
号
呂
庭
弓
昌
弔
○
少
臼
ｇ
ｇ
届
【
裁
判
例
②
】
、
東
京
地
判
平
成
二
七
・
二
・
一
○
平
二
六
（
ワ
）
一
四
五
八
号

尋
①
の
忌
尋
］
ｇ
目
文
献
番
号
呂
勗
雪
Ｆ
弓
ｏ
シ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
日
【
裁
判
例
③
】
が
あ
る
。

裁
判
例
①
は
、
被
保
険
者
Ａ
が
自
動
車
事
故
で
死
亡
後
、
亡
Ａ
の
法
定
相
続
人
全
員
が
相
続
放
棄
を
し
た
結
果
、
相
続
人
が
不
存
在
と
な

り
、
相
続
財
産
管
理
人
（
民
法
九
五
二
条
）
が
選
任
さ
れ
た
場
合
に
、
亡
Ａ
相
続
財
産
（
法
人
。
民
法
九
五
一
条
）
が
、
保
険
会
社
に
対
し
、
人

身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
被
告
保
険
会
社
が
原
始
取
得
構
成
を
主
張
し
、
死
亡
保
険
金
請
求
権
は
亡

人
身
傷
害
保
険
に
お
け
る
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
に
つ
い
て
判
示
し
た
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
時
期
的
に
は
平
成
二
○
年
の
保
険
法

制
定
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
問
題
と
な
っ
た
保
険
契
約
が
保
険
法
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
も
の
と
施
行
後
に
締
結
さ
れ
た
も
の
と
が
あ
る
。

結
論
的
に
は
、
保
険
法
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
に
関
す
る
裁
判
例
は
原
始
取
得
構
成
を
採
用
し
、
保
険
法
施
行
後
に
締
結
さ
れ
た

保
険
契
約
に
関
す
る
裁
判
例
は
承
継
取
得
構
成
を
採
用
し
て
い
る
。

三
裁
判
例
お
よ
び
学
説
の
状
況

１
裁
判
例
の
状
況

(2) (1)

保
険
法
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
に
関
す
る
裁
判
例

総
説
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Ａ
相
続
財
産
に
帰
属
し
な
い
と
主
張
し
た
。
裁
判
例
②
は
、
被
保
険
者
Ａ
が
自
動
車
事
故
で
死
亡
後
、
亡
Ａ
の
法
定
相
続
人
Ｂ
・
Ｃ
が
相
続

放
棄
を
し
た
上
で
、
保
険
会
社
に
対
し
、
人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
被
告
保
険
会
社
は
Ｂ
・
Ｃ
が

（
９
）

法
定
相
続
人
と
し
て
死
亡
保
険
金
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
被
告
に
補
助
参
加
し
た
事
故
の
加
害
者
Ｄ
が
承
継
取
得
構
成
を
主

張
し
、
相
続
放
棄
を
し
た
Ｂ
・
Ｃ
に
死
亡
保
険
金
請
求
権
は
帰
属
し
な
い
と
争
っ
た
。
裁
判
例
①
．
裁
判
例
②
と
も
に
、
裁
判
所
は
、
人
身

傷
害
保
険
契
約
約
款
の
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
に
あ
る
本
件
注
記
は
、
保
険
金
受
取
人
を
法
定
相
続
人
と
指
定
す
る
の
と
異
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
の
み
を
指
摘
し
て
、
原
始
取
得
構
成
を
採
用
し
た
。

裁
判
例
③
は
、
被
保
険
者
Ａ
が
自
動
車
事
故
で
死
亡
後
、
亡
Ａ
の
遺
言
執
行
者
と
し
て
選
任
さ
れ
た
Ｂ
が
、
保
険
会
社
に
対
し
、
人
身
傷

害
保
険
の
死
亡
保
険
金
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
被
告
保
険
会
社
が
原
始
取
得
構
成
を
主
張
し
、
死
亡
保
険
金
請
求
権
は
亡
Ａ
の

相
続
財
産
を
構
成
し
な
い
と
し
て
、
Ｂ
の
原
告
適
格
を
争
っ
た
。
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
原
始
取
得
構
成
を
採
用
し
た
。

第
一
に
、
承
継
取
得
構
成
な
ら
約
款
に
特
に
定
め
が
な
く
と
も
法
定
相
続
人
は
相
続
に
よ
っ
て
保
険
金
請
求
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
の

に
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
に
お
い
て
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
に
「
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
そ
の
法
定
相
続
人
」
と

の
文
言
を
あ
え
て
付
加
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
が
損
害
保
険
契
約
に
属
す
る
と
し
て
も
、
物
保
険
で
は
な
く
、
人

保
険
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
か
ら
、
利
得
禁
止
原
則
が
及
ば
な
い
た
め
、
実
際
に
損
害
を
被
っ
た
被
保
険
者
以
外
の
者
に
利
得
を
生
じ
さ

せ
る
契
約
、
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
者
に
保
険
金
を
取
得
さ
せ
る
契
約
が
論
理
必
然
的
に
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
第
三
に
、
保

険
金
請
求
権
が
相
続
財
産
と
な
れ
ば
、
相
続
債
権
者
（
亡
Ａ
の
債
権
者
）
が
こ
れ
を
引
当
財
産
と
し
て
執
行
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
、
一
般
的

な
保
険
契
約
者
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
る
よ
り
は
、
相
続
人
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
望
む
の
が
通
常
で
あ
り
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の

約
款
も
、
そ
の
よ
う
な
保
険
契
約
者
の
合
理
的
意
思
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
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保
険
法
施
行
後
に
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
令
和
二
・
三
・
二
四
平
三
一
（
ワ
）
一
○
三
五
二
号

弓
①
の
昔
言
］
ｇ
目
文
献
番
号
ｇ
ｇ
雪
昌
勺
○
醒
呂
隠
巴
路
【
裁
判
例
④
］
、
福
岡
高
判
令
和
二
・
五
・
二
八
判
時
二
四
八
○
号
二
八
頁
【
裁
判

裁
判
例
④
は
、
被
保
険
者
Ａ
が
自
動
車
事
故
で
死
亡
後
、
亡
Ａ
の
法
定
相
続
人
で
あ
る
Ｂ
が
、
保
険
会
社
に
対
し
、
人
身
傷
害
保
険
の
死

亡
保
険
金
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
被
告
保
険
会
社
は
、
承
継
取
得
構
成
を
主
張
し
、
か
つ
亡
Ａ
の
全
て
の
財
産
を
Ｃ
に
相
続
さ

せ
る
旨
の
亡
Ａ
の
遺
言
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｂ
に
請
求
権
は
帰
属
し
な
い
と
し
て
争
っ
た
。
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、

承
継
取
得
構
成
を
採
用
し
た
。
第
一
に
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
全
体
の
枠
組
み
（
被
保
険
者
が
人
身
傷
害
事
故
に
よ
っ
て
被
る
損
害
に
対

し
て
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
算
定
と
同
様
に
個
別
損
害
項
目
積
上
げ
方
式
で
保
険
金
額
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
、
保
険
金

請
求
権
者
は
そ
の
よ
う
な
損
害
が
生
じ
た
被
保
険
者
や
近
親
者
と
さ
れ
る
こ
と
、
保
険
金
請
求
権
者
が
賠
償
義
務
者
か
ら
取
得
し
た
損
害
賠
償
金
の
額
な
ど

が
保
険
金
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
こ
と
、
請
求
権
代
位
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
）
か
ら
す
れ
ば
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
は
、
人
身
傷
害
事
故
に

よ
り
生
じ
た
損
害
を
填
補
す
る
た
め
に
、
そ
の
損
害
が
生
じ
た
者
に
保
険
金
請
求
権
を
生
じ
さ
せ
る
内
容
の
保
険
契
約
で
あ
る
と
い
う
べ
き

で
あ
る
と
こ
ろ
、
死
亡
に
よ
る
各
損
害
は
い
ず
れ
も
被
保
険
者
に
生
じ
た
と
解
さ
れ
、
被
保
険
者
に
保
険
金
請
求
権
が
生
ず
る
と
す
る
の
が

契
約
当
事
者
の
合
理
的
意
思
に
適
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
約
款
に
お
け
る
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
は
、
法
定
相
続

人
が
保
険
金
請
求
権
を
相
続
に
よ
り
承
継
取
得
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

裁
判
例
⑤
は
、
被
保
険
者
Ａ
が
自
動
車
事
故
で
死
亡
後
、
亡
Ａ
の
法
定
相
続
人
Ｂ
・
Ｃ
が
相
続
放
棄
を
し
た
上
で
、
保
険
会
社
に
対
し
、

人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
被
告
保
険
会
社
は
、
承
継
取
得
構
成
を
主
張
し
、
相
続
放
棄
を
し
た

Ｂ
・
Ｃ
に
死
亡
保
険
金
請
求
権
は
帰
属
し
な
い
と
主
張
し
た
。
第
一
審
の
福
岡
地
裁
、
控
訴
審
の
福
岡
高
裁
と
も
に
、
以
下
の
よ
う
な
理
由

例
⑤
】

が
あ
る
。

(3)

保
険
法
施
行
後
に
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
に
関
す
る
裁
判
例
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に
よ
り
承
継
取
得
構
成
を
採
用
し
た
。
第
一
に
、
ま
ず
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
の
定
め
（
被
保
険
者
が
人
身
傷
害
事
故
に
よ
っ
て
被
る
損

害
に
対
し
て
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
、
被
保
険
者
死
亡
時
の
「
損
害
額
」
は
約
款
所
定
の
人
身
傷
害
条
項
損
害
額
基
準
に
よ
り
葬
儀
費
、
逸
失
費
用
、
精
神

的
損
害
お
よ
び
そ
の
他
の
損
害
（
事
故
と
そ
の
損
害
の
発
生
が
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
関
係
の
範
囲
内
で
、
必
要
か
つ
妥
当
な
実
費
）
と

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
保
険
金
請
求
権
者
が
賠
償
義
務
者
か
ら
取
得
し
た
損
害
賠
償
金
の
額
な
ど
が
保
険
金
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
こ
と
、
請
求
権
代
位
が

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
）
か
ら
す
れ
ば
、
人
身
傷
害
保
険
は
、
被
保
険
者
に
生
じ
た
損
害
を
填
補
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
保
険
金
の
額
は
生
じ
た
損
害
の
額
に
即
し
て
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
、
前
記
契
約
目
的
を
達
す
る
た
め
、
保
険
金
請
求
権
は
、
填
補

す
べ
き
損
害
が
生
じ
た
主
体
に
帰
属
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る
一
般
的
理
解
に
よ

れ
ば
、
死
亡
に
よ
っ
て
生
ず
る
逸
失
利
益
や
精
神
的
苦
痛
等
の
損
害
は
、
法
律
上
、
被
害
者
本
人
に
生
ず
る
も
の
と
観
念
さ
れ
る
こ
と
に
照

ら
せ
ば
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
に
お
け
る
保
険
金
請
求
権
者
の
定
め
は
、
死
亡
、
後
遣
障
害
ま
た
は
傷
害
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
に
よ
り
被
保
険
者
に
生
じ
た
損
害
に
係
る
保
険
金
請
求
権
を
被
保
険
者
が
取
得
す
る
旨
を
定
め
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

第
二
に
、
約
款
の
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
に
あ
る
本
件
注
記
は
、
法
定
相
続
人
が
保
険
金
請
求
権
を
相
続
に
よ
り
承
継
取
得
す
る
こ

と
を
、
一
般
の
顧
客
に
対
し
て
説
明
す
る
趣
旨
で
、
付
加
的
、
注
意
的
に
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
と
す
る
。
第
三
に
、
保
険
法
上
、
損
害

保
険
契
約
に
お
い
て
、
被
保
険
者
以
外
の
者
が
保
険
金
請
求
権
者
と
な
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
四
に
、
保
険

契
約
者
は
、
死
亡
保
険
金
は
相
続
債
権
者
で
は
な
く
残
さ
れ
た
家
族
に
取
得
さ
せ
た
い
と
考
え
る
は
ず
だ
か
ら
、
原
始
取
得
構
成
が
妥
当
だ

と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
、
原
始
取
得
構
成
に
よ
り
死
亡
保
険
金
請
求
権
が
法
定
相
続
人
に
法
定
相
続
分
に
応
じ
て
直
接
帰
属
す
る
と
す

れ
ば
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
規
定
に
は
、
生
命
保
険
契
約
の
よ
う
な
保
険
金
受
取
人
に
関
す
る
定
め
が
な
い
か
ら
、
保
険
契
約
者
兼

被
保
険
者
が
自
ら
の
死
亡
後
の
生
活
保
障
の
趣
旨
で
死
亡
保
険
金
請
求
権
を
取
得
さ
せ
た
い
と
考
え
る
者
が
法
定
相
続
人
以
外
の
者
や
法
定

相
続
人
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
者
に
保
険
金
請
求
権
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
一
般
的
な
保
険
契
約
者
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
が
生
ず
る
こ
と
を
許
容
し
て
契
約
を
締
結
す
る
合
理
的
意
思
を
有
し
て
い
た
と
い
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え
る
か
疑
問
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
に
係
る
判
示
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
承
継
取
得
構
成
に
よ
り
、
死
亡
保
険
金
請

求
権
が
保
険
契
約
者
兼
被
保
険
者
の
相
続
財
産
に
帰
属
す
る
と
す
れ
ば
、
保
険
契
約
者
兼
被
保
険
者
は
、
遺
言
・
遺
贈
等
に
よ
り
、
死
亡
保

険
金
請
求
権
を
任
意
の
者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
原
始
取
得
構
成
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

を
問
題
視
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
五
に
、
原
始
取
得
構
成
に
よ
れ
ば
、
被
保
険
者
の
第
一
順
位
の
法
定
相
続
人

が
相
続
放
棄
を
し
た
と
き
に
、
当
該
法
定
相
続
人
は
人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
被
保
険
者
を
相

続
し
た
後
順
位
の
法
定
相
続
人
は
被
保
険
者
の
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
相
続
に
よ
り
取
得
し
て
そ
の
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
一
方
で
、
保
険
金
を
受
け
取
っ
た
第
一
順
位
の
法
定
相
続
人
が
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
し
な
い
以
上
、
保
険
者
は
、

同
人
に
代
位
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
、
人
身
傷
害
保
険
の
目
的
が
被
保
険
者
に
生
じ
た
損
害
の
填
補
で
あ
る
こ
と
、
請
求
権
代
位
規

定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
約
款
の
定
め
に
照
ら
せ
ば
、
保
険
者
が
被
保
険
者
に
生
じ
た
一
の
損
害
に
つ
い
て
、
自
ら
お
よ
び
加
害

者
に
よ
り
二
重
に
填
補
さ
れ
る
こ
と
と
同
様
の
経
済
的
効
果
が
生
ず
る
事
態
を
想
定
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
と
す
る
。
第
六
に
、
人
身

傷
害
保
険
契
約
の
約
款
に
お
け
る
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
の
柱
書
で
「
人
身
傷
害
事
故
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
（
略
）
者
」
と
さ

れ
、
自
ら
損
害
を
被
る
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
身
傷
害
事
故
に
よ
り
収
入
減
少
に
係
る
逸
失
利
益
の
損
害
を
直
接
被
ら
な
い

被
保
険
者
の
相
続
人
が
、
直
接
、
保
険
金
請
求
権
者
と
な
る
と
読
む
こ
と
は
文
言
上
無
理
が
あ
る
と
す
る
。

学
説
で
は
、
従
来
は
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
保
険
契
約
と
し
て
の
法
的
性
質
な
い
し
契
約
類
型
論
と
い
う
観
点
か
ら
主
に
議
論
さ
れ
、

原
始
取
得
構
成
を
主
張
す
る
見
解
も
あ
る
も
の
の
、
承
継
取
得
構
成
を
主
張
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

２
学
説
の
状
況

(1)

総
説
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ま
ず
、
損
害
填
補
原
則
を
全
部
ま
た
は
一
部
排
除
す
る
と
す
れ
ば
、
人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
請
求
権
を
、
そ
れ
に
よ
り
填
補
さ
れ

る
損
害
が
生
じ
た
被
保
険
者
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
論
理
必
然
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
約
款
上
の
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
に
お
け
る

本
件
注
記
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
法
定
相
続
人
が
原
始
取
得
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
（
原
始
取
得
構
成
）
。

こ
の
立
場
に
立
つ
見
解
の
う
ち
で
も
、
そ
の
理
由
付
け
と
し
て
何
に
重
点
を
置
く
か
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
損
害
填
補
ま
た
は
被

保
険
利
益
の
意
味
を
緩
和
し
、
こ
れ
ら
は
不
当
利
得
性
を
防
止
す
る
た
め
に
保
険
金
額
の
算
定
に
つ
い
て
の
み
機
能
す
る
も
の
と
し
、
保
険

（
皿
）

金
請
求
権
の
帰
属
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
も
の
、
損
害
保
険
契
約
で
あ
っ
て
も
人
保
険
に
は
利
得
禁
止
原
則

（
ｕ
）

が
及
ば
な
い
こ
と
を
重
視
す
る
も
の
、
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
に
お
け
る
本
件
注
記
の
存
在
に
よ
り
法
定
相
続
人
に
つ
き
被
保
険
利

（
皿
）

益
の
存
在
を
予
め
契
約
当
事
者
間
で
協
定
ま
た
は
擬
制
し
た
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
も
の
、
人
身
傷
害
条
項
損
害
額
基
準

（
喝
）

が
裁
判
基
準
に
比
べ
て
低
額
で
準
定
額
性
を
有
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

学
説
で
は
、
人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
法
定
相
続
人
へ
の
帰
属
が
承
継
取
得
か
原
始
取
得
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
に
当

た
り
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
う
ち
死
亡
保
険
金
に
係
る
部
分
が
損
害
保
険
契
約
な
の
か
定
額
保
険
契
約
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
以

外
の
保
険
契
約
類
型
な
の
か
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
際
、
学
説
の
議
論
は
、
死
亡
保
険
金
で
填
補
さ
れ
る
損
害
は
被
保
険
者
に

生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
上
で
（
別
の
損
害
を
観
念
す
る
見
解
は
、
後
記
③
で
取
り
上
げ
る
）
、
死
亡
保
険
金
に
つ
い
て
損
害
填
補
原
則
を
認

め
る
か
否
か
で
見
解
が
分
か
れ
る
。

し
、
近
年
で
は
、
被
保
険
者
が
人
身
傷
害
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
と
き
に
、
被
保
険
者
の
逸
失
利
益
・
精
神
的
苦
痛
等
に
係
る
損
害
と
は
別

に
、
法
定
相
続
人
が
扶
養
利
益
の
喪
失
と
い
う
法
定
相
続
人
固
有
の
損
害
を
被
る
点
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
定
相
続
人
が
損
害
保
険

金
請
求
権
を
原
始
取
得
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
る
。

(2)

契
約
類
型
論
の
観
点
か
ら
の
議
論
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こ
の
立
場
か
ら
は
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
う
ち
死
亡
保
険
金
に
係
る
部
分
は
、
傷
害
疾
病
損
害
保
険
契
約
で
も
傷
害
疾
病
定
額
保
険
契

（
皿
）
（
焔
）

約
で
も
な
い
、
非
典
型
契
約
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
損
害
保
険
契
約
と
考
え
る
見
解
も
、
傷
害
疾
病
定

（
略
）

額
保
険
契
約
と
考
え
る
見
解
も
あ
る
。
な
お
、
損
害
保
険
契
約
と
考
え
る
見
解
以
外
の
場
合
、
約
款
に
お
け
る
請
求
権
代
位
の
規
定
は
、
保

険
法
上
の
代
位
で
は
な
く
、
契
約
当
事
者
間
で
損
害
賠
償
請
求
権
の
譲
渡
を
約
定
し
た
も
の
と
考
え
る
か
、
保
険
法
二
五
条
一
項
・
三
五
条

（
Ⅳ
）

が
類
推
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
趣
旨
と
考
え
る
か
の
い
ず
れ
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
損
害
填
補
原
則
を
維
持
す
る
な
ら
ば
、
死
亡
保
険
金
請
求
権
は
、
被
保
険
者
自
身
の
損
害
を
填
補
す
る
た
め
に
、
被
保
険

者
自
身
に
帰
属
し
、
そ
れ
が
法
定
相
続
人
に
相
続
に
よ
り
承
継
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
承
継
取
得
癖
嘩
。
不
法
行
為
に
よ
り
死
亡
し
た
被
害

者
固
有
の
損
害
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
一
旦
被
害
者
自
身
に
帰
属
し
、
そ
れ
が
相
続
に
よ
り
相
続
人
に
承
継
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
相
続
麓
）
。
こ
れ
と
同
様
に
、
人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
も
、
填
補
対
象
損
害
を
被
っ
た
被
保
険
者
自
身
に

一
旦
帰
属
し
、
そ
れ
が
相
続
に
よ
り
相
続
人
に
承
継
さ
れ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
立
場
に
立
つ
見
解
は
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
に
お
い
て
一
般
に
損
害
保
険
契
約
の
特
徴
的
規
定
が
あ
る
こ
と
（
重
複
保
険
や

請
求
権
代
位
な
ど
）
、
損
害
保
険
に
お
け
る
保
険
給
付
は
損
害
填
補
で
あ
る
こ
と
（
保
険
法
二
条
六
号
・
七
号
）
、
保
険
法
は
傷
害
・
疾
病
に
関
連

し
て
保
険
金
を
支
払
う
保
険
契
約
に
典
型
契
約
と
し
て
の
位
置
付
け
を
与
え
、
そ
の
適
切
な
規
律
を
法
定
し
た
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
保

険
法
制
定
前
か
ら
存
在
す
る
保
険
契
約
を
安
易
に
非
典
型
契
約
と
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
挙
げ
る
。

こ
の
立
場
か
ら
は
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
う
ち
死
亡
保
険
金
に
係
る
部
分
は
、
損
害
保
険
契
約
、
そ
の
中
で
も
傷
害
疾
病
損
害
保
険
契

約
に
当
た
る
（
保
険
法
二
条
七
号
）
。
傷
害
が
生
じ
た
被
保
険
者
自
身
が
受
け
る
損
害
を
填
補
す
る
損
害
保
険
契
約
だ
か
ら
で
あ
る
（
同
号
か
つ

こ
書
参
照
）
。
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こ
れ
に
対
し
、
近
時
は
、
従
来
の
議
論
と
は
視
点
を
変
え
て
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
死
亡
保
険
金
に
つ
い
て
損
害
填
補
原
則
を
維
持
し

つ
つ
、
被
保
険
者
の
損
害
で
は
な
く
、
法
定
相
続
人
固
有
の
損
害
（
扶
養
利
益
の
侵
害
）
を
填
補
す
る
も
の
と
捉
え
直
し
、
法
定
相
続
人
は
、

（
釦
）

自
己
固
有
の
権
利
と
し
て
死
亡
保
険
金
請
求
権
を
取
得
す
る
と
解
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
見
解
は
、
不
法
行
為
に
よ
る
被
害
者
死
亡
と
遺
族
等
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
、
判
例
が
採
用
す
る
相
続
構
成
の
問
題
点
が
な

お
指
摘
さ
れ
（
「
笑
う
相
続
人
」
や
「
逆
相
続
」
の
問
題
）
、
遺
族
等
の
扶
養
利
益
の
侵
害
に
対
し
て
遺
族
等
固
有
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め

（
皿
）
（
躯
）
（
鱈
）

る
と
い
う
考
え
方
（
扶
養
利
益
侵
害
構
成
）
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
判
例
も
、
内
縁
配
偶
者
や
相
続
放
棄
を
し
た
配
偶
者
等
に
つ

い
て
扶
養
利
益
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
依
拠
す
る
。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
死
亡
保
険
金
は
法
定
相
続
人
固
有
の
損
害
を
填
補
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
始
取
得
構
成
が
論
理
的
帰
結
と
な

る
。
こ
の
場
合
、
人
身
傷
害
保
険
の
う
ち
死
亡
保
険
金
に
係
る
部
分
は
、
傷
害
疾
病
損
害
保
険
契
約
で
は
な
く
、
一
般
の
損
害
保
険
契
約
で

あ
る
（
近
親
者
が
取
得
す
る
保
険
金
請
求
権
の
場
合
と
同
じ
）
。

（
９
）
被
告
保
険
会
社
は
請
求
を
認
め
た
た
め
、
そ
の
拠
っ
て
立
つ
理
論
構
成
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
論
理
的
に
は
原
始
取
得
構
成
に
立
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
皿
）
大
塚
・
前
掲
注
（
８
）
五
七
頁
お
よ
び
大
塚
教
授
が
そ
の
主
張
の
理
論
的
前
提
と
し
て
引
用
す
る
赤
津
貞
人
「
傷
害
・
疾
病
保
険
の
意
義
・
性
質
と
人
身
傷
害
補
償
条
項
・

無
保
険
車
傷
害
条
項
」
金
澤
理
監
修
『
新
保
険
法
と
保
険
契
約
法
理
の
新
た
な
展
開
」
（
ぎ
よ
う
せ
い
、
二
○
○
九
）
四
六
○
頁
～
四
六
一
頁
。

（
ｕ
）
洲
崎
・
前
掲
注
（
３
）
二
二
七
頁
～
二
三
○
頁
。
た
だ
し
、
洲
崎
教
授
は
、
保
険
法
施
行
後
に
締
結
さ
れ
た
人
身
傷
害
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
承
継
取
得
構
成
に
立
ち
、

傷
害
疾
病
損
害
保
険
契
約
で
あ
る
と
す
る
（
後
掲
注
（
肥
）
参
照
）
・

（
皿
）
佐
野
・
前
掲
注
（
８
）
二
三
三
頁
。
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
に
お
け
る
本
件
注
記
は
、
法
定
相
続
人
が
類
型
的
に
見
て
被
保
険
者
が
取
得
す
べ
き
保
険
金
請
求
権
を

承
継
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
保
険
利
益
の
存
在
を
予
め
契
約
当
事
者
間
で
協
定
ま
た
は
擬
制
し
た
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
佐
野
教
授
は
、

人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
解
釈
と
し
て
、
原
始
取
得
構
成
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
指
摘
す
る
に
止
ま
り
、
人
身
傷
害
保
険
の
商
品
性
と
し
て
は
承
継
取
得
構

成
が
望
ま
し
い
と
す
る
。
な
お
、
本
件
注
記
の
存
在
は
、
原
始
取
得
構
成
の
根
幹
で
あ
り
、
他
の
見
解
も
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
れ
を
重
視
す
る
点
で
は
共
通
す
る
。

(3)

被
侵
害
利
益
の
観
点
か
ら
の
議
論



192巻l～6号－404

（
過
）
肥
塚
肇
雄
「
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
法
的
性
質
と
『
保
険
金
請
求
権
者
』
の
変
更
の
可
能
性
」
市
川
兼
三
先
生
古
稀
祝
賀
『
企
業
と
法
の
現
代
的
課
題
』
（
成
文
堂
、
二

（
皿
）
大
塚
・
前
掲
注
（
８
）
五
七
頁
お
よ
び
赤
津
・
前
掲
注
（
皿
）
四
六
五
頁
～
四
七
二
頁
、
洲
崎
・
前
掲
注
（
３
）
二
三
○
頁
。
た
だ
し
、
大
塚
教
授
は
、
後
に
定
額
保
険
契
約
の

一
種
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
（
後
掲
注
（
焔
）
参
照
）
。
な
お
、
肥
塚
・
前
掲
注
（
超
）
二
四
二
頁
も
、
赤
津
・
前
掲
四
五
七
頁
を
引
用
し
つ
つ
「
中
間
型
」
と
す
る
の
で
、

こ
の
立
場
か
。
た
だ
し
、
肥
塚
教
授
は
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
「
不
定
額
給
付
型
」
傷
害
疾
病
定
額
保
険
契
約
と
指
摘
す
る
一
方
で
（
肥
塚
・
前
掲
注
（
週
）
二

四
二
頁
）
、
形
式
的
に
は
損
害
保
険
契
約
の
一
種
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
肥
塚
・
前
掲
注
（
週
）
二
五
○
頁
）
の
で
、
そ
の
真
意
は
分
か
り
に
く
い
。

（
巧
）
佐
野
・
前
掲
注
（
８
）
二
三
三
頁
。
法
定
相
続
人
に
つ
い
て
被
保
険
利
益
の
存
在
を
協
定
ま
た
は
擬
制
し
た
か
ら
、
損
害
保
険
契
約
に
当
た
る
と
見
て
よ
い
と
す
る
。

（
略
）
大
塚
英
明
「
判
批
」
ひ
ろ
ぱ
六
八
巻
九
号
（
二
○
一
五
）
六
九
頁
～
七
○
頁
、
大
塚
英
明
「
人
身
傷
害
死
亡
保
険
金
の
帰
趨
」
保
険
学
六
三
○
号
（
二
○
一
五
）
二
八
三

頁
～
二
八
九
頁
。
定
額
保
険
契
約
に
お
け
る
「
定
額
」
と
は
確
定
金
額
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
保
険
金
額
を
契
約
で
約
定
す
る
こ
と
と
考
え
れ
ば
、
人
身
傷
害
保
険
は
、
契

約
で
定
め
ら
れ
た
人
身
傷
害
条
項
損
害
額
基
準
に
従
い
保
険
金
額
を
算
定
す
る
こ
と
で
、
傷
害
疾
病
定
額
保
険
契
約
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

（
Ⅳ
）
洲
崎
・
前
掲
注
（
３
）
二
三
七
頁
注
一
七
。

（
肥
）
山
下
友
信
Ⅱ
米
山
高
生
編
雇
険
法
解
説
ｌ
生
命
保
険
・
傷
害
疾
病
定
額
保
険
』
（
有
斐
閣
、
二
○
一
○
）
一
四
四
頁
〔
洲
崎
博
史
〕
、
洲
崎
・
前
掲
注
（
３
）
二
三
八
頁

～
二
三
九
頁
、
山
下
典
孝
「
判
批
」
速
判
解
一
七
号
（
二
○
一
五
）
一
四
五
頁
～
一
四
六
頁
、
金
岡
京
子
「
判
批
」
損
保
七
七
巻
三
号
（
二
○
一
五
）
二
二
頁
～
二
一
三

頁
、
村
田
敏
一
「
被
保
険
者
の
死
亡
に
よ
る
人
身
傷
害
補
償
保
険
金
請
求
権
の
法
的
性
質
ｌ
相
続
人
に
よ
る
承
継
取
得
か
原
始
取
得
か
」
立
命
館
法
学
三
六
九
Ⅱ
三
七
○

号
（
二
○
一
七
）
七
六
一
頁
～
七
八
七
頁
、
山
野
嘉
朗
「
人
身
傷
害
保
険
」
藤
村
和
夫
ほ
か
編
『
実
務
交
通
事
故
訴
訟
大
系
第
二
巻
責
任
と
保
険
」
（
ぎ
よ
う
せ
い
、

二
○
一
七
）
四
六
三
頁
～
四
六
五
頁
、
遠
山
聡
「
判
批
」
金
判
一
五
三
六
号
（
二
○
一
八
）
四
六
頁
～
四
七
頁
、
遠
山
聡
「
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
法
的
性
質
に
関
す
る
一

考
察
ｌ
ｌ
と
く
に
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
に
つ
い
て
」
上
智
法
学
論
集
六
三
巻
四
号
（
二
○
二
○
）
六
一
頁
～
八
二
頁
、
坂
本
貴
生
「
判
批
」
共
済
と
保
険
七
五
七
号

（
二
○
二
一
）
三
五
頁
～
三
六
頁
、
山
下
（
友
）
・
前
掲
注
（
７
）
一
三
五
頁
～
一
三
七
頁
、
木
原
彩
夏
「
判
批
」
損
保
八
四
巻
一
号
（
二
○
二
二
）
二
二
六
頁
～
二
三
三
頁
。

（
田
）
大
判
大
正
一
五
・
二
・
一
六
民
集
五
巻
一
五
○
頁
、
最
判
昭
和
四
二
・
二
・
一
民
集
二
一
巻
九
号
二
二
四
九
頁
。
窪
田
充
見
編
『
新
注
釈
民
法
（
鴫
）
債
権
（
８
喜

（
有
斐
閣
、
二
○
一
七
）
八
九
九
頁
～
九
○
七
頁
、
九
一
二
頁
～
九
一
五
頁
〔
窪
田
〕
、
窪
田
充
見
『
不
法
行
為
法
〔
第
二
版
豈
（
有
斐
閣
、
二
○
一
八
）
三
二
七
頁
～
三

三
五
頁
、
吉
村
良
一
『
不
法
行
為
法
〔
第
六
版
〕
』
（
有
斐
閣
、
二
○
二
二
）
一
四
○
頁
～
一
四
八
頁
参
照
。

（
釦
）
上
田
昌
嗣
「
人
身
傷
害
保
険
に
お
け
る
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
に
関
す
る
一
考
察
ｌ
無
保
険
車
傷
害
保
険
の
性
質
を
踏
ま
え
て
」
損
保
八
○
巻
一
号
（
二
○
一

八
）
九
六
頁
～
一
○
六
頁
、
播
阿
憲
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
五
六
八
号
（
二
○
二
二
）
一
二
○
頁
～
二
二
頁
、
木
下
孝
治
「
判
批
」
リ
マ
ー
ク
ス
六
四
号
（
二
○
二
二
）
一

○
四
頁
～
一
○
五
頁
。

（
釦
）
窪
田
編
・
前
掲
注
（
岨
）
九
○
七
頁
～
九
一
二
頁
、
九
一
五
頁
～
九
一
六
頁
〔
窪
田
〕
、
窪
田
・
前
掲
注
（
四
）
三
九
六
頁
～
四
○
一
頁
参
照
。

（
躯
）
最
判
平
成
五
・
四
・
六
民
集
四
七
巻
六
号
四
五
○
五
頁
。

○
一
四
）

大
塚

二
五
○
頁
。
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前
記
三
１
で
紹
介
し
た
裁
判
例
を
分
析
・
評
価
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

原
始
取
得
構
成
を
採
用
す
る
裁
判
例
は
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
に
お
い
て
、
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
に
、
「
被
保
険
者
が

死
亡
し
た
場
合
は
、
そ
の
法
定
相
続
人
」
と
い
う
文
言
（
本
件
注
記
）
を
あ
え
て
付
加
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
（
裁
判
例
①
②
③
）
。
加
え
て
、

人
保
険
で
あ
れ
ば
損
害
保
険
で
あ
っ
て
も
利
得
禁
止
原
則
が
及
ば
な
い
こ
と
と
、
死
亡
保
険
金
請
求
権
が
相
続
債
権
者
の
引
当
財
産
と
な
る

よ
り
も
相
続
人
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
望
む
と
い
う
保
険
契
約
者
の
合
理
的
意
思
の
存
在
が
理
由
と
さ
れ
る
（
裁
判
例
③
）
。

こ
れ
に
対
し
、
承
継
取
得
構
成
を
採
用
す
る
裁
判
例
は
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
全
体
の
枠
組
み
・
規
定
内
容
か
ら
損
害
填
補
型
の

保
険
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
（
裁
判
例
④
⑤
）
。
約
款
の
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
に
つ
い
て
は
、
付
加
的
・
注

意
的
規
定
と
見
れ
ば
よ
い
こ
と
（
裁
判
例
④
⑤
）
、
定
義
規
定
の
柱
耆
で
列
挙
者
の
う
ち
損
害
を
被
っ
た
者
に
限
定
す
る
文
言
が
あ
る
が
、
法

定
相
続
人
が
自
ら
逸
失
利
益
の
損
害
を
被
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
（
裁
判
例
⑤
）
を
指
摘
す
る
。
加
え
て
、
契
約
当
事
者
の
合
理
的
意
思
に

関
し
て
は
、
ま
ず
、
保
険
契
約
者
側
の
事
情
と
し
て
は
、
保
険
契
約
者
兼
被
保
険
者
が
自
ら
の
死
亡
後
の
生
活
保
障
の
趣
旨
で
死
亡
保
険
金

前
記
三
で
紹
介
し
た
裁
判
例
お
よ
び
学
説
に
つ
い
て
分
析
お
よ
び
評
価
し
た
上
で
、
人
身
傷
害
保
険
に
お
け
る
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰

属
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

（
羽
）
最
判
平
成
一
二
・
九
・
七
判
時
一
七
二
八
号
二
九
頁
。

四
検

２
裁
判
例
の
分
析
・
評
価

１
総
説 討
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前
記
三
２
で
紹
介
し
た
学
説
を
分
析
・
評
価
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

学
説
の
大
き
な
分
か
れ
目
は
、
人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
損
害
填
補
原
則
を
維
持
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
従
来
の

契
約
類
型
論
の
観
点
か
ら
の
議
論
で
は
、
死
亡
保
険
金
で
填
補
さ
れ
る
損
害
は
被
保
険
者
に
生
ず
る
逸
失
利
益
・
精
神
的
損
害
な
ど
で
あ
る

請
求
権
を
取
得
さ
せ
た
い
と
考
え
る
者
に
同
請
求
権
を
与
え
る
に
は
、
原
始
取
得
構
成
よ
り
も
む
し
ろ
承
継
取
得
構
成
の
方
が
便
宜
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
保
険
者
側
の
事
情
と
し
て
は
、
原
始
取
得
構
成
に
よ
れ
ば
、
被
保
険
者
の
法
定
相
続
人
が
相
続
放
棄
を
し
た
と

き
に
、
同
人
に
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険
者
が
、
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
代
位
で
き
ず
、
む
し
ろ
後
順
位
の
法
定
相
続
人
が

い
れ
ば
、
そ
の
者
が
相
続
に
よ
り
承
継
し
た
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
、
被
保
険
者
の
死
亡
損
害
と
い
う
一

つ
の
損
害
に
つ
い
て
、
二
重
の
填
補
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
裁
判
例
⑤
）
。
結
論
と
し
て
、
保
険
契
約
者
側
も
保
険
者
側
も
、
そ
の

合
理
的
意
思
と
し
て
原
始
取
得
構
成
を
望
ん
で
い
た
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
承
継
取
得
構
成
を
採
用
す
る
裁
判
例
は
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
全
体
の
枠
組
み
・
規
定
内
容
を
踏
ま
え
て
保
険

契
約
と
し
て
の
性
質
決
定
を
行
う
と
と
も
に
、
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
に
つ
い
て
も
本
件
注
記
の
み
な
ら
ず
、
柱
書
の
限
定
文
言
に

も
着
目
す
る
点
で
、
本
件
注
記
に
専
ら
着
目
す
る
原
始
取
得
構
成
を
採
用
す
る
裁
判
例
に
比
べ
て
、
精
綴
な
約
款
解
釈
を
し
て
い
る
印
象
を

（
型
）

受
け
る
。
保
険
契
約
者
・
保
険
者
の
合
理
的
意
思
に
関
す
る
判
示
の
是
非
は
、
後
記
４
③
で
取
り
上
げ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
の
裁
判
例
も
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
は
、
そ
の
約
款
の
定
め
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
定
額
保
険
契
約
で
は
な
く
損

害
保
険
契
約
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
裁
判
例
は
、
損
害
保
険
契
約
で
あ
る
と

い
う
評
価
か
ら
出
発
し
つ
つ
も
本
件
注
記
を
重
視
し
て
原
始
取
得
構
成
に
至
る
か
、
損
害
保
険
契
約
で
あ
る
と
い
う
評
価
か
ら
素
直
な
帰
結

で
あ
る
承
継
取
得
構
成
に
至
る
か
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。

３
学
説
の
分
析
・
評
価
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前
記
２
．
３
で
見
た
よ
う
に
、
裁
判
例
も
学
説
も
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
は
、
そ
の
約
款
の
定
め
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
定
額
保
険
契

約
で
は
な
く
損
害
保
険
契
約
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
実
際
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
を
普
通
に
読
め
ば
、

死
亡
保
険
金
の
部
分
は
傷
害
疾
病
損
害
保
険
契
約
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
承
継
取
得
構
成
が
最
も
素
直
な
帰
結
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と

も
、
原
始
取
得
構
成
を
と
る
裁
判
例
・
学
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
本
件
注
記
の
存
在
を
重
視
す
れ
ば
、
約
款
の
文
言
解
釈
と
し
て
原
始
取

得
構
成
に
至
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
請
求
権
代
位
な
ど
損
害
保
険
契
約
に
特
徴
的
な
約
款
規
定
も
、
単
な
る
契
約
当
事
者
間
の
約
定

こ
と
を
前
提
に
、
損
害
填
補
原
則
を
認
め
る
な
ら
承
継
取
得
構
成
に
至
る
。
そ
の
一
方
で
、
原
始
取
得
構
成
を
主
張
す
る
見
解
は
、
損
害
填

（
妬
）

補
原
則
を
全
部
ま
た
は
一
部
排
除
す
る
た
め
、
物
保
険
で
は
な
く
人
保
険
で
あ
る
点
に
依
拠
し
て
柔
軟
な
解
釈
の
余
地
を
模
索
す
る
。
し
か

し
、
近
時
の
被
侵
害
利
益
の
観
点
か
ら
の
議
論
は
、
死
亡
保
険
金
で
填
補
さ
れ
る
損
害
と
し
て
、
被
保
険
者
の
損
害
で
は
な
く
、
法
定
相
続

人
固
有
の
損
害
（
扶
養
利
益
の
侵
害
）
を
考
盧
に
入
れ
る
こ
と
で
、
損
害
填
補
原
則
を
維
持
し
つ
つ
、
原
始
取
得
構
成
を
導
こ
う
と
す
る
。

こ
こ
で
は
、
ど
の
見
解
も
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
は
、
約
款
の
定
め
を
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
定
額
保
険
契
約
で
は
な
く
損
害
保
険
契
約

で
あ
る
と
評
価
で
き
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
素
直
な
帰
結
で
あ
る
承
継
取
得
構
成
を
採
用
す
る
と
い
う
見
解
も
あ
れ

ば
、
損
害
保
険
契
約
に
お
け
る
損
害
填
補
原
則
を
排
除
し
て
原
始
取
得
構
成
を
採
用
す
る
と
い
う
見
解
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
者
の
ル
ー

ト
で
原
始
取
得
構
成
に
至
る
こ
と
は
、
被
保
険
者
の
損
害
を
填
補
す
る
と
い
う
損
害
填
補
原
則
か
ら
の
逸
脱
に
な
る
か
ら
、
支
持
を
広
げ
に

（
妬
）

く
い
と
評
価
さ
れ
た
り
も
す
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
問
題
を
回
避
し
つ
つ
、
原
始
取
得
構
成
を
採
用
す
る
た
め
の
ル
ー
ト
と
し
て
、
損
害
概
念

の
方
を
ず
ら
す
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
が
現
れ
た
。
こ
れ
が
、
近
時
の
被
侵
害
利
益
の
観
点
か
ら
の
議
論
で
あ
る
。

４
人
身
傷
害
保
険
に
お
け
る
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
の
あ
り
方

(1)

約
款
の
全
体
的
評
価
に
よ
る
帰
結
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人
身
傷
害
保
険
を
取
り
巻
く
状
況
に
目
を
向
け
れ
ば
、
原
始
取
得
構
成
の
採
用
を
支
持
す
る
方
向
に
働
く
事
情
も
存
在
す
る
。

（
幻
）

第
一
に
、
も
と
も
と
人
身
傷
害
保
険
の
商
品
設
計
者
は
、
人
身
傷
害
保
険
を
損
害
保
険
の
一
種
と
位
置
付
け
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後

（
銘
）

の
保
険
実
務
は
、
通
常
、
原
始
取
得
構
成
に
拠
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
損
保
会
社
実
務
家
の
論
稿
も
、
そ
の
多
く
が
原
始
取
得

（
羽
）

構
成
を
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
、
保
険
者
側
に
お
い
て
、
原
始
取
得
構
成
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
は
、
一
定
程
度
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
釦
）

第
二
に
、
人
身
傷
害
保
険
の
販
売
過
程
に
関
す
る
留
意
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
人
身
傷
害
保
険
は
、
任
意
自
動
車
保
険
に
従
来
付
保
さ

れ
て
き
た
自
損
事
故
条
項
や
搭
乗
者
傷
害
条
項
の
代
替
と
し
て
機
能
し
、
保
障
内
容
と
し
て
前
者
が
後
二
者
を
吸
収
す
る
関
係
に
あ
る
。
そ

（
瓠
）

の
た
め
、
人
身
傷
害
保
険
付
帯
時
に
は
、
通
常
、
自
損
事
故
条
項
や
搭
乗
者
傷
害
条
項
を
付
帯
し
な
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
自
損
事
故
条
項
・

（
犯
）

搭
乗
者
傷
害
条
項
は
、
定
額
給
付
の
傷
害
疾
病
定
額
保
険
契
約
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
死
亡
保
険
金
は
法
定
相
続
人
が
受
け
取
る
が
、
こ
れ
は

原
始
取
得
構
成
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
法
定
相
続
人
は
相
続
放
棄
を
し
た
と
し
て
も
、
自
損
事
故
条
項
・
搭
乗
者
傷
害
条
項

の
保
険
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
人
身
傷
害
保
険
に
切
り
替
え
、
か
つ
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
に
つ
い
て

承
継
取
得
構
成
を
採
用
す
る
な
ら
、
相
続
放
棄
を
し
た
法
定
相
続
人
は
、
保
険
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
し

か
し
、
販
売
時
に
こ
の
点
の
注
意
喚
起
は
行
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
人
身
傷
害
保
険
に
切
り
替
え
る
こ
と
で
保
障
が
大
幅
に
充
実
す
る
と
宣
伝
す

（
銘
）

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
か
ら
、
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
意
外
に
も
不
利
益
を
被
る
事
態
が
生
じ
得
る
。

と
見
る
か
、
保
険
法
の
損
害
保
険
契
約
に
関
す
る
規
定
の
類
推
適
用
を
確
認
す
る
規
定
と
解
す
る
こ
と
で
、
説
明
が
つ
か
な
い
わ
け
で
は
な

い
○

(2)

修
正
の
契
機
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そ
こ
で
、
約
款
の
全
体
的
評
価
に
よ
る
素
直
な
帰
結
（
承
継
取
得
構
成
）
を
修
正
し
、
原
始
取
得
構
成
に
よ
る
べ
き
だ
と
い
え
る
よ
う
な

（
弘
）

契
約
当
事
者
の
合
理
的
意
思
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
保
険
契
約
者
の
合
理
的
意
思
に
つ
い
て
、
①
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
の
死
亡
保
険
金
請
求
権
が
相
続
債
権
者
の
引
当
財
産
に

（
弱
）

な
る
よ
り
は
、
法
定
相
続
人
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
の
が
通
例
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
原
始
取
得
構
成
を
支
持

す
る
方
向
に
働
く
。
他
方
で
、
②
承
継
取
得
構
成
に
よ
れ
ば
、
死
亡
保
険
金
請
求
権
は
被
保
険
者
の
財
産
に
一
旦
は
帰
属
し
、
そ
の
死
亡
後

に
相
続
財
産
と
な
る
か
ら
、
被
保
険
者
は
遺
言
や
遺
贈
に
よ
り
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
を
任
意
に
決
め
る
余
地
が
あ
る
の
に
対
し
、
原

（
記
）

始
取
得
構
成
に
よ
れ
ば
、
契
約
上
、
法
定
相
続
人
に
帰
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者
に
何
ら
の
処
分
権
が
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の

（
訂
）

こ
と
は
、
承
継
取
得
構
成
を
支
持
す
る
方
向
に
働
く
。
確
か
に
、
被
保
険
者
が
自
己
の
財
産
に
つ
い
て
遺
言
や
遺
贈
を
す
る
こ
と
は
よ
く
あ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
、
被
保
険
者
が
、
人
身
傷
害
事
故
を
死
亡
原
因
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
人
身
傷
害
保
険
契
約
に
基
づ
き

死
亡
保
険
金
請
求
権
が
発
生
す
る
場
合
を
念
頭
に
置
い
て
、
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
を
任
意
に
決
定
す
る
趣
旨
で
遺
言
や
遺
贈
を
す
る

こ
と
は
、
あ
ま
り
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
そ
の
た
め
、
遺
言
・
遺
贈
と
い
う
形
式
で
被
保
険
者
に
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
処
分
権

を
与
え
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
実
際
上
の
意
味
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
義
が
あ
る
。

次
に
、
保
険
者
の
合
理
的
意
思
に
つ
い
て
、
前
記
②
で
見
た
よ
う
に
、
保
険
者
と
し
て
は
、
原
始
取
得
構
成
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
に
一

定
の
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
原
始
取
得
構
成
を
支
持
す
る
方
向
で
働
く
事
情
の
具
体
例
と
し
て
は
、
③
法
定
相
続
人
が
死

亡
保
険
金
請
求
権
を
原
始
取
得
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
保
険
者
は
遺
贈
の
有
無
・
相
続
放
棄
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
保
険
金
を
法
定
相
続
人

に
支
払
え
ば
よ
い
の
で
、
そ
の
点
の
調
査
が
不
要
と
な
り
、
支
払
事
務
負
担
が
小
さ
く
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
④
原
始

取
得
構
成
に
よ
れ
ば
、
被
保
険
者
の
法
定
相
続
人
が
相
続
放
棄
を
し
た
と
き
に
、
同
人
に
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険
者
が
、
加
害
者
に
対
す

(3)

契
約
当
事
者
の
合
理
的
意
思
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る
損
害
賠
償
請
求
権
に
代
位
で
き
ず
、
む
し
ろ
後
順
位
の
法
定
相
続
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
者
が
相
続
に
よ
り
承
継
し
た
加
害
者
に
対
す
る
損

害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
、
被
保
険
者
の
死
亡
損
害
と
い
う
一
つ
の
損
害
に
つ
い
て
、
二
重
の
填
補
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
承
継

（
銘
）

取
得
構
成
を
支
持
す
る
方
向
で
働
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
後
記
側
の
議
論
に
お
い
て
、
原
始
取
得
構
成
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
、

損
害
填
補
原
則
を
全
部
ま
た
は
一
部
排
除
す
る
非
典
型
契
約
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
と
し
て
も
、
保
険
金
の
支
払
を
受
け
た
第
一
順
位
の
法
定

相
続
人
が
、
保
険
金
に
加
え
て
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
、
同
一
人
が
二
重
の
利
得
を
得
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と

考
え
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
約
款
で
請
求
権
代
位
等
の
定
め
を
置
い
て
い
る
と
理
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
④
の
事

情
は
、
そ
の
よ
う
な
同
一
人
が
二
重
の
利
得
を
得
る
場
面
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
問
題
視
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
に
お
け
る
損
害
填
補
原
則
を
排
除
す
る
以
上
、
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険
者
が
必
ず
加
害
者
に
対
す
る
損

害
賠
償
請
求
権
に
代
位
で
き
る
こ
と
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
保
険
料
と
の
見
合
い
で
い
え
ば
、
原
始
取
得
構
成
を

採
用
し
て
代
位
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
に
よ
る
保
険
成
績
の
悪
化
と
、
保
険
金
支
払
事
務
の
負
担
軽
減
に
よ
る
コ
ス
ト
削
減
と
の

関
係
性
次
第
で
あ
り
、
後
者
の
メ
リ
ッ
ト
が
前
者
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
上
回
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
扶
養
利
益
侵
害
構
成
ア
プ

ロ
ー
チ
を
と
る
な
ら
ば
、
扶
養
利
益
侵
害
に
つ
い
て
死
亡
保
険
金
の
支
払
を
受
け
た
法
定
相
続
人
は
、
扶
養
利
益
侵
害
に
つ
き
自
己
固
有
の

権
利
と
し
て
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
、
扶
養
利
益
侵
害
部
分
の
保
険
金
に
つ
い
て
請
求
権
代
位
が

（
釣
）
（
㈹
）

妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

以
上
の
①
～
④
を
勘
案
す
れ
ば
、
全
体
と
し
て
、
保
険
契
約
者
の
合
理
的
意
思
も
保
険
者
の
合
理
的
意
思
も
、
原
始
取
得
構
成
を
支
持
す

る
方
向
で
働
く
部
分
が
上
回
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
余
地
が
存
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
に
つ
い
て
原
始
取
得
構
成
を
採
用
す
べ
き
場
合
が
あ
り
得
る
の
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
実
現

(4)

原
始
取
得
構
成
を
実
現
す
る
約
款
解
釈
・
改
定
の
検
討
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す
る
た
め
の
約
款
解
釈
・
改
定
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
。
二
通
り
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
非
典
型
契
約
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
損
害
填
補
原
則
を
全
部
ま
た
は
一
部
排
除
し
、
こ
れ
を
非
典
型
契
約
と
し
て
位
置
付
け
る

も
の
で
あ
る
（
前
記
三
２
②
の
原
始
取
得
構
成
の
う
ち
で
一
般
的
と
考
え
ら
れ
る
見
解
）
。

こ
の
よ
う
な
非
典
型
契
約
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、
保
険
法
に
な
い
非
典
型
契
約
を
安
易
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
必

ず
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
前
記
三
２
②
の
承
継
取
得
構
成
の
理
由
参
照
）
。
ま
ず
、
保
険
法
制
定
が
解
釈
に
与
え
る
影
響
で
あ
る
が
、
法
制
審
議
会

保
険
法
部
会
の
審
議
中
の
や
り
取
り
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
幹
事
が
「
損
害
額
に
つ
い
て
は
確
か

に
け
が
を
し
て
、
あ
る
い
は
け
が
を
し
て
死
亡
し
た
人
の
損
害
を
計
算
し
て
支
払
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
保
険
金
請
求
権
者
は
そ
れ
と
は
別
の

人
を
定
め
る
と
。
約
款
で
定
め
る
と
い
う
よ
う
な
、
実
は
人
身
傷
害
補
償
保
険
の
死
亡
給
付
に
つ
い
て
は
被
保
険
者
の
法
定
相
続
人
が
保
険

金
請
求
権
者
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ま
さ
に
け
が
を
し
た
人
と
保
険
金
を
取
得
す
る
人
と
い
う
の
は
一
致
は
し
て
い
な
い
の
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
契
約
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
一
つ
の
解
釈
と
し
て
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
い
う
損
害
保
険
契
約
で
は
な
く
て
、
後

で
出
て
く
る
傷
害
疾
病
定
額
保
険
契
約
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
も
、
そ
う
い
う
解
釈
も
あ
り
得
る
と
。
そ
れ
は
排
除
さ
れ
な
い
と
い
う
ふ

う
に
考
え
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
。
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
法
務
省
事
務
当
局
は
、
「
少
な

く
と
も
事
務
当
局
と
し
て
申
し
上
げ
ら
れ
ま
す
の
は
、
こ
こ
で
い
う
今
回
の
傷
害
疾
病
損
害
保
険
契
約
、
そ
れ
か
ら
…
…
傷
害
疾
病
定
額
保

険
契
約
と
区
別
し
て
い
ま
す
の
は
、
従
前
の
損
害
保
険
あ
る
い
は
定
額
保
険
契
約
と
い
う
区
別
に
、
言
っ
て
み
れ
ば
乗
つ
か
っ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
回
、
こ
う
い
う
仕
分
け
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
唱
え
ら
れ
て
き
た
あ
る

（
虹
）

解
釈
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
か
排
斥
す
る
こ
と
に
な
る
整
理
と
は
全
く
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
」
と
回
答
す
る
。
こ
の
や
り
取
り
で
は
、

人
身
傷
害
保
険
契
約
の
う
ち
死
亡
保
険
金
に
係
る
部
分
を
傷
害
疾
病
定
額
保
険
契
約
と
評
価
す
る
解
釈
の
余
地
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
非
典

型
契
約
と
評
価
す
る
解
釈
が
直
接
問
題
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
保
険
法
に
お
け
る
傷
害
疾
病
損
害
保
険
契

約
お
よ
び
傷
害
疾
病
定
額
保
険
契
約
の
典
型
契
約
化
は
、
保
険
契
約
法
の
各
種
ル
ー
ル
の
解
釈
や
契
約
設
計
を
制
約
す
る
趣
旨
で
行
わ
れ
た



192巻1～6号－412

わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
、
こ
の
や
り
取
り
か
ら
読
み
取
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
保
険
法
制
定
前
か
ら
存
在
す
る
商
品
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
当
然
に
保
険
法
が
定
め
る
典
型
契
約
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
見
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
典
型
契
約
は
「
典
型
」
的
な
契
約
類
型
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
契
約
類
型
が
あ
り
得
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ

（
姥
）

の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
確
か
に
、
保
険
法
制
定
当
時
の
一
般
的
了
解
と
は
合
致
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
保
険
法
が
非
典
型

契
約
の
存
在
を
強
行
規
定
で
禁
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
限
り
は
非
典
型
契
約
と
し
て
有
効
に
締
結
で
き
、

（
蝿
）

保
険
法
の
規
定
も
必
要
に
応
じ
て
類
推
適
用
さ
れ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
。

ま
た
、
契
約
解
釈
が
不
安
定
化
し
て
紛
争
の
多
発
に
つ
な
が
る
と
か
、
保
険
法
が
導
入
し
た
片
面
的
強
行
規
定
や
強
行
規
定
の
適
用
関
係

（
狸
）

が
暖
昧
化
し
消
費
者
保
護
に
欠
け
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
主
張
も
あ
る
。
し
か
し
、
約
款
規
定
の
定
め
方
を
工
夫
す
る
と
と
も
に
、
前
記

の
よ
う
に
ｌ
こ
の
論
者
は
否
定
す
る
も
の
の
Ｉ
保
険
法
規
定
の
類
推
適
用
な
ど
の
法
解
釈
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

た
だ
し
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
現
在
の
約
款
の
ま
ま
で
は
、
非
典
型
契
約
ア
ブ
ロ
ー
チ
の
よ
う
に
解
す
る
に
は
、
難
点
も
存
在
す
る
。

と
い
う
の
は
、
裁
判
例
⑤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
の
柱
書
に
、
「
損
害
を
被
っ
た
。
：
者
」
に
限
定
す
る
旨
の

文
言
が
あ
る
と
こ
ろ
、
死
亡
保
険
金
で
填
補
さ
れ
る
損
害
は
被
保
険
者
に
生
ず
る
逸
失
利
益
・
精
神
的
損
害
等
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
、

法
定
相
続
人
が
当
該
損
害
を
被
っ
た
者
に
当
た
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
定
相
続
人
を
当
該
文
言
の
対
象

外
と
す
る
な
ど
何
ら
か
の
工
夫
を
要
す
る
。

第
二
に
、
扶
養
利
益
侵
害
構
成
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
損
害
填
補
原
則
を
維
持
し
た
ま
ま
、
死
亡
保
険
金
で
填
補
さ
れ
る
損
害
を
法
定
相

続
人
に
生
ず
る
扶
養
利
益
侵
害
と
捉
え
直
す
も
の
で
あ
る
（
前
記
三
２
③
の
見
解
）
。
こ
の
場
合
は
、
法
定
相
続
人
に
固
有
の
損
害
が
発
生
す

る
の
で
、
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
の
柱
害
「
損
害
を
被
っ
た
…
者
」
と
い
う
文
言
と
も
整
合
す
る
。

扶
養
利
益
侵
害
構
成
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
場
合
、
約
款
規
定
と
の
関
係
で
は
、
①
人
身
傷
害
条
項
損
害
額
基
準
に
お
い
て
、
被
保
険
者
の

法
定
相
続
人
の
扶
養
利
益
侵
害
は
損
害
項
目
と
し
て
直
接
に
は
挙
が
っ
て
い
な
い
こ
と
、
②
法
定
相
続
人
に
係
る
扶
養
利
益
侵
害
に
基
づ
く
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そ
の
よ
う
な
面
倒
な
処
理
を
避
け
る
に
は
、
被
保
険
者
に
係
る
逸
失
利
益
に
基
づ
く
保
険
金
額
と
法
定
相
続
人
に
係
る
扶
養
利
益
侵
害
に

（
妬
）

基
づ
く
保
険
金
額
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
、
一
つ
の
対
応
で
は
あ
る
。
逸
失
利
益
自
体
が
一
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
法
定
相
続
人
も

何
ら
か
の
形
で
扶
養
関
係
に
あ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
内
訳
を
厳
密
に
区
別
せ
ず
、
被
保
険
者
の
逸
失
利
益
の
損
害
額

Ⅱ
法
定
相
続
人
の
扶
養
利
益
侵
害
の
損
害
額
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
、
扶
養
利
益
侵
害
と
い
う
の
は
、
被
害
者
か
ら
現
に
扶

養
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
判
例
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
成
人
し
て
独
立
家
計
を
営
ん
で
い
る
者

（
卿
）

に
つ
い
て
扶
養
利
益
の
侵
害
を
観
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
前
記
の
よ
う
な
対
応
は
、
民
法
に
お

け
る
一
般
的
理
解
の
下
で
権
利
侵
害
す
ら
観
念
で
き
な
い
場
合
も
含
め
て
「
損
害
」
を
観
念
し
、
死
亡
保
険
金
は
そ
の
よ
う
な
損
害
を
填
補

す
る
も
の
と
理
解
し
て
損
害
填
補
原
則
を
維
持
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
確
か
に
、
新
価
保
険
が
許
容
さ
れ
る
の
と
同
様
の
発
想
か
ら
、
扶

養
利
益
侵
害
に
お
け
る
損
害
額
の
査
定
を
す
る
際
に
、
被
保
険
者
に
係
る
逸
失
利
益
の
相
続
に
よ
る
承
継
取
得
の
場
合
の
査
定
額
に
近
づ
け

（
妃
）

る
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
扶
養
利
益
侵
害
と
い
う
権
利
侵
害
を
お
よ
そ
観
念
で
き
な
い
場
合
に
、
前
記

の
よ
う
な
対
応
を
行
う
こ
と
は
、
お
よ
そ
填
補
さ
れ
る
べ
き
損
害
が
存
在
し
な
い
の
に
、
損
害
を
擬
制
す
る
も
の
に
外
な
ら
ず
、
新
価
保
険

の
場
合
と
は
事
情
を
異
に
す
る
。
言
葉
の
上
で
の
み
損
害
填
補
原
則
を
維
持
し
て
い
る
だ
け
で
、
損
害
填
補
原
則
を
排
除
し
た
非
典
型
契
約

ア
プ
ロ
ー
チ
と
事
実
上
は
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

能
性
が
あ
る
。

死
亡
保
険
金
請
求
（
法
定
相
続
人
が
原
始
取
得
）
と
被
保
険
者
に
係
る
逸
失
利
益
等
に
基
づ
く
死
亡
保
険
金
請
求
（
法
定
相
続
人
は
相
続
に
よ
り

承
継
取
得
）
と
の
調
整
が
必
要
に
な
る
こ
と
（
法
定
相
続
人
の
一
部
の
み
が
相
続
放
棄
す
る
場
合
や
、
保
険
金
支
払
後
に
相
続
放
棄
し
た
場
合
の
処
理
な

ど
）
な
ど
が
問
題
と
な
る
。
扶
養
利
益
侵
害
構
成
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
な
ら
ば
、
①
②
と
も
に
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
約
款
に
必
要
な
改

（
妬
）

定
を
行
う
の
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
解
釈
に
よ
る
当
面
の
取
扱
い
で
解
決
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
約
款
改
定
で
対
応

す
る
に
せ
よ
解
釈
で
対
応
す
る
に
せ
よ
、
特
に
②
の
処
理
は
、
保
険
金
支
払
実
務
に
お
い
て
、
か
な
り
煩
雑
な
事
務
作
業
を
生
じ
さ
せ
る
可
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そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
非
典
型
契
約
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
約
款
改
定
を
伴
っ
て
、
正
面
か
ら
合
理
的
な
法
律
関
係
を
構
築
し
て
い
く
努
力

を
す
る
方
が
生
産
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
約
款
改
定
に
至
ら
ず
、
解
釈
の
み
で
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
扶

養
利
益
侵
害
に
よ
り
概
念
の
擬
制
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
は
、
一
つ
の
あ
り
得
る
方
策
と
し
て
排
除
さ
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
型
）
坂
本
・
前
掲
注
（
略
）
三
六
頁
。

（
妬
）
木
下
・
前
掲
注
（
卯
）
一
○
四
頁
。

（
妬
）
木
下
・
前
掲
注
（
別
）
一
○
四
頁
。

（
”
）
星
野
明
雄
「
新
型
自
動
車
保
険
Ｔ
Ａ
Ｐ
開
発
に
つ
い
て
」
損
保
六
一
巻
一
号
（
一
九
九
九
）
一
○
○
頁
。

（
配
）
佐
野
・
前
掲
注
（
８
）
二
五
七
頁
。

（
羽
）
上
田
・
前
掲
注
（
別
）
九
六
頁
～
一
○
六
頁
、
島
智
久
「
人
身
傷
害
保
険
の
特
徴
か
ら
生
ま
れ
た
論
点
と
現
状
」
勝
野
義
孝
先
生
古
稀
記
念
『
共
済
と
保
険
の
現
在
と
未

来
』
（
文
眞
堂
、
二
○
一
九
）
二
○
四
頁
。

（
鋤
）
木
下
・
前
掲
注
（
別
二
○
四
頁
。

（
瓢
）
上
田
・
前
掲
注
（
釦
）
九
○
頁
～
九
一
頁
。

（
銘
）
「
自
動
車
保
険
の
解
説
」
編
集
委
員
会
・
前
掲
注
（
６
）
一
○
三
頁
、
一
六
一
頁
。

（
銘
）
木
下
・
前
掲
注
（
釦
）
一
○
五
頁
。

（
認
）
な
お
、
坂
本
・
前
掲
注
（
肥
）
三
六
頁
、
木
原
・
前
掲
注
（
肥
）
二
三
六
頁
～
二
三
七
頁
は
、
契
約
当
事
者
の
合
理
的
意
思
解
釈
の
議
論
は
不
要
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
承
継

取
得
構
成
に
立
つ
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
鍋
）
洲
崎
・
前
掲
注
（
３
）
二
三
○
頁
お
よ
び
裁
判
例
③
。

（
稲
）
佐
野
・
前
掲
注
（
８
）
二
三
四
頁
。
金
岡
・
前
掲
注
（
肥
）
一
二
一
頁
、
山
野
・
前
掲
注
（
肥
）
四
六
五
頁
、
遠
山
・
前
掲
注
（
肥
）
「
判
批
」
四
七
頁
も
、
②
の
点
を
挙
げ
て
、

①
の
み
が
保
険
契
約
者
の
合
理
的
意
思
と
見
る
こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

（
師
）
な
お
、
遠
山
・
前
掲
注
（
肥
）
「
法
的
性
質
」
八
○
頁
は
、
保
険
金
請
求
権
者
の
定
義
規
定
に
本
件
注
記
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
被
保
険
者
に
よ
る
死
亡
保
険
金
請
求
権
の

譲
渡
に
関
す
る
権
限
を
放
棄
す
る
意
思
表
示
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
と
す
る
。
当
該
解
釈
を
是
と
す
る
な
ら
、
②
は
、
原
始
取
得
構
成
・
承
継
取
得
構
成
の
ど

ち
ら
か
に
有
利
に
働
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
遠
山
教
授
が
示
唆
す
る
解
釈
は
、
承
継
取
得
構
成
の
場
合
に
、
本
件
注
記
は
、
相
続
承
継
が
あ

る
旨
を
付
加
的
・
注
意
的
規
定
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
一
般
的
な
理
解
と
は
少
し
異
な
る
も
の
で
は
あ
る
。

る
旨
を
付
加
的

へ

38
ー

裁
判
例
⑤
。
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を
侵
害
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
配
偶
者
等
は
、
相
続
放
棄
を
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
加
害
者
に
対
し
、
扶
養
利
益
の
喪
失
に
よ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
扶
養
を
要
す
る
状
態
が
存
続
す
る
期
間
な
ど
を
具
体
的
に
考
慮
し
て
損
害
額
を
算
定
す
べ
き
旨
を
判
示
す
る
。
不
法
行
為
法
に
お
け

る
扶
養
利
益
侵
害
構
成
が
実
質
判
断
で
あ
る
こ
と
や
相
続
構
成
と
扶
養
利
益
構
成
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
山
本
周
平
「
相
続
構
成
と
扶
養
利
益
構
成
」
法
教
四
五
六
号

（
二
○
一
八
）
三
四
頁
～
三
七
頁
も
参
照
。

（
蛆
）
木
下
・
前
掲
注
（
釦
）
一
○
五
頁
。

へへへ

4746 45
…ー、一

へへ〆、へ

44434241
…ーーー

戸、へ

4039
ーー

っ
て
死
亡
し
た
と
き
は
、
内
縁
の
配
偶
者
は
、
自
己
が
他
方
の
配
偶
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
将
来
の
扶
養
利
益
の
喪
失
を
損
害
と
し
て
、
保
有
者
に
対
し
て
そ
の
賠

償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
現
に
被
害
者
の
収
入
に
よ
り
請
求
者
の
生
計
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
前
掲
最
判
平
成
一
二
・
九
・
七

は
、
「
不
法
行
為
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
者
の

そ
の
ほ
か
、
原
始
取
得
構
成
を
と
る
場
合
の
実
務
上
の
不
都
合
と
し
て
内
払
い
の
実
務
慣
行
が
挙
げ
ら
れ
る
（
山
下
（
典
）
・
前
掲
注
（
肥
）
一
四
五
頁
～
一
四
六
頁
、
遠

山
・
前
掲
注
（
肥
）
「
法
的
性
質
」
八
一
頁
）
。
治
療
費
や
休
業
損
害
等
の
被
保
険
者
の
生
活
に
直
結
す
る
重
要
な
項
目
に
関
し
て
、
最
終
的
な
保
険
金
の
額
を
確
定
す
る
前

に
保
険
金
の
一
部
を
支
払
う
も
の
で
あ
る
。
被
保
険
者
が
自
動
車
事
故
後
一
定
期
間
入
院
治
療
し
た
後
に
死
亡
し
た
場
合
に
、
既
に
支
払
わ
れ
た
内
払
額
に
つ
い
て
、
原
始

取
得
構
成
を
と
る
場
合
に
は
、
控
除
で
き
な
い
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
原
始
取
得
構
成
が
望
ま
し
い
と
す
れ
ば
、
実
務
的
な
取
扱
い

を
そ
れ
に
合
わ
せ
て
修
正
す
べ
き
だ
と
い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
内
払
い
の
問
題
が
あ
る
か
ら
原
始
取
得
構
成
は
契
約
と
し
て
許
容
で
き
な
い
と
か
、
契
約
と
し
て
合
理
性
が

な
い
な
ど
と
考
え
る
べ
き
次
元
の
問
題
で
は
な
い
（
木
下
・
前
掲
注
（
卯
）
一
○
五
頁
）
。

法
制
審
議
会
保
険
法
部
会
第
二
三
回
会
議
（
平
成
二
○
年
一
月
九
日
開
催
）
議
事
録
一
八
頁
。

洲
崎
・
前
掲
注
（
３
）
二
三
七
頁
～
二
三
八
頁
。

山
下
（
友
）
Ⅱ
米
山
編
・
前
掲
注
（
肥
）
一
四
六
頁
〔
洲
崎
博
史
〕
、
播
・
前
掲
注
（
卯
）
一
二
一
頁
。

村
田
・
前
掲
注
（
肥
）
七
八
三
頁
、
木
原
・
前
掲
注
（
肥
）
二
三
○
頁
～
二
三
一
頁
。

具
体
的
な
提
案
と
し
て
、
木
下
・
前
掲
注
（
釦
）
一
○
五
頁
。
・

上
田
・
前
掲
注
（
別
）
九
八
頁
、
一
○
○
頁
～
一
○
一
頁
、
一
○
三
頁
～
一
○
四
頁
。

洲
崎
・
前
掲
注
（
３
）
二
三
七
頁
～
二
三
八
頁
。

山
下
（
友
）
Ⅱ
米
山
編
・
前
掲
注
（
肥
）
一
四
六
頁
詞

村
田
・
前
掲
注
（
肥
）
七
八
三
頁
、
木
原
・
前
掲
注
（
肥

具
体
的
な
提
案
と
し
て
、
木
下
・
前
掲
注
（
釦
）
一
○
垂

上
田
・
前
掲
注
（
別
）
九
八
頁
、
一
○
○
頁
～
一
○
言

前
掲
最
判
平
成
五
・
四
・
六
は
、
「
内
縁
の
配
偶
者
が

木
下
・
前
掲
注
（
釦
）
一
○
五
頁
。

配
偶
者
及
び
子
が
右
死

他
方
の

配
偶
者
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

亡
者
か
ら
扶
養
を
受
け
て
い
た
場
合
に
、

加
害
者
は
右
配
偶
者
等
の
固
有
の
利
益
で
あ
る
扶
養
請
求
権

そ
の
他
方
の
配
偶
者
が
保
有
者
の
自
動
車
の
運
行
に
よ
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本
稿
で
は
、
人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
裁
判
例
お
よ
び
学
説
の
状
況
を
概
観

し
、
そ
れ
を
分
析
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
示
し
た
。

第
一
に
、
裁
判
例
も
学
説
も
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
は
、
そ
の
約
款
の
定
め
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
定
額
保
険
契
約
で
は
な
く
損
害
保

険
契
約
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
し
か
し
、
人
身
傷
害
保
険
を
取
り
巻
く
状
況
に
目
を
向
け
れ
ば
、
原
始
取
得
構
成
の
採
用
を
支
持
す
る
方
向
に
働
く
事
情
も
存

在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
保
険
者
側
に
原
始
取
得
構
成
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
承
継
取
得
構
成
に
よ
れ
ば
、
自
損
事

故
条
項
や
搭
乗
者
傷
害
条
項
か
ら
人
身
傷
害
保
険
に
切
り
替
え
る
こ
と
は
保
険
契
約
者
に
意
外
な
不
利
益
を
与
え
得
る
の
に
、
販
売
過
程
に

お
い
て
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
約
款
の
全
体
的
評
価
に
よ
る
素
直
な
帰
結
（
承
継
取
得
構
成
）
を
修
正
し
、
原
始
取
得
構
成
に
よ
る
べ
き
だ
と
い
え
る
よ
う
な

契
約
当
事
者
の
合
理
的
意
思
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
と
、
全
体
と
し
て
、
保
険
契
約
者
の
合
理
的
意
思
も
保
険
者
の
合
理
的
意

思
も
、
原
始
取
得
構
成
を
支
持
す
る
方
向
で
働
く
す
る
部
分
が
上
回
る
よ
う
に
思
え
る
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
人
身
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
に
つ
い
て
原
始
取
得
構
成
を
採
用
す
べ
き
場
合
が
あ
り
得
る
と
し
て
、
そ
れ
を

実
現
す
る
た
め
の
約
款
解
釈
・
改
定
を
考
え
れ
ば
、
非
典
型
契
約
ア
プ
ロ
ー
チ
と
扶
養
利
益
侵
害
構
成
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
得
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
、
そ
の
是
非
や
限
界
を
検
討
し
た
。

本
稿
の
検
討
は
、
人
身
傷
害
保
険
契
約
の
う
ち
の
死
亡
保
険
金
請
求
権
に
係
る
部
分
の
法
的
性
質
と
関
連
す
る
ほ
か
、
保
険
契
約
の
類
型

論
と
も
密
接
に
関
連
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
検
討
は
、
そ
の
端
緒
に
た
ど
り
着
い
た
か
否
か
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
保
険
契
約
の
類
型
論

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
よ
り
深
く
、
よ
り
広
く
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

五
お
わ
り
に


